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(57)【要約】
【課題】通常の表装パネルを撓みが生じることなく表面
に固定でき、現場による作業効率も向上できる内装下地
構造の提供。
【解決手段】第１のレール部材34及び第２のレール部材
36と、標準パネル10と、繋ぎパネル20を備え、標準パネ
ル10は、一対の縦フレーム材12と、複数の横桟14と、複
数の縦桟16を備え、繋ぎパネル20は、複数の横桟24と、
複数の縦桟26を備え、標準パネル10の最上段の横桟16を
第１のレール部材34の凹溝に嵌合させると共に、最下段
の横桟16を第２のレール部材36の凹溝に嵌合させ、繋ぎ
パネル20の最上段の横桟24を第１のレール部材34の凹溝
に嵌合させると共に、最下段の横桟24を第２のレール部
材36の凹溝に嵌合させ、さらに各横桟24の左右両端を各
標準パネル10の縦フレーム材12の外側面に形成された凹
溝内に嵌合させた内装下地構造。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　躯体内の任意の位置に配置固定され、ガイド溝を形成する第１のレール部材と、
　上記第１のレール部材に対して、所定の距離を隔てて平行に配置固定され、この第１の
レール部材のガイド溝と対応するガイド溝を形成する第２のレール部材と、
　各ガイド溝間に装着される複数の標準パネルと、
　各ガイド溝間に装着される１または複数の繋ぎパネルを備え、
　上記標準パネルは、平行に配置された一対の縦フレーム材と、各縦フレーム材の内側面
に形成された凹溝内に左右両端が嵌合され、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複
数の横桟と、各横桟の一面間を繋ぐ１または複数の縦桟とを備え、
　上記繋ぎパネルは、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数の横桟と、各横桟を
繋ぐ１または複数の縦桟を備え、
　上記標準パネルの最上段に位置する横桟を上記第１のレール部材によって形成されるガ
イド溝内に嵌合させると共に、同標準パネルの最下段に位置する横桟を上記第２のレール
部材によって形成されるガイド溝内に嵌合させることにより、上記標準パネルが各ガイド
溝間に装着され、
　上記繋ぎパネルの最上段に位置する横桟を上記第１のレール部材によって形成されるガ
イド溝内に嵌合させると共に、同繋ぎパネルの最下段に位置する横桟を上記第２のレール
部材によって形成されるガイド溝内に嵌合させ、さらに各横桟の左右両端の少なくとも一
方を、先にレール部材間に装着された標準パネルの縦フレーム材の外側面に形成された凹
溝内に嵌合させることにより、上記繋ぎパネルが各ガイド溝間に装着されることを特徴と
する内装下地構造。
【請求項２】
　上記標準パネルが、平行に配置された一対の縦フレーム材と、各縦フレーム材の内側面
に形成された凹溝内に左右両端が嵌合され、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複
数の横桟と、各横桟の一面間を繋ぐ１または複数の縦桟とを備えた下側標準パネルと、平
行に配置された一対の縦フレーム材と、各縦フレーム材の内側面に形成された凹溝内に左
右両端が嵌合され、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数の横桟と、各横桟の一
面間を繋ぐ１または複数の縦桟とを備えた上側標準パネルとを連結させたものよりなり、
　上記繋ぎパネルが、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数の横桟と、各横桟を
繋ぐ１または複数の縦桟を備えた下側繋ぎパネルと、相互に所定の間隔をおいて配置固定
された複数の横桟と、各横桟を繋ぐ１または複数の縦桟を備えた上側繋ぎパネルとを連結
させたものよりなることを特徴とする請求項１に記載の内装下地構造。
【請求項３】
　上記標準パネルが、各横桟の一面間を繋ぐ１または複数の縦桟の他に、各横桟の他面間
を繋ぐ１または複数の縦桟を備え、
　上記繋ぎパネルが、各横桟の一面間を繋ぐ１または複数の縦桟の他に、各横桟の他面間
を繋ぐ１または複数の縦桟を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の内装下地
構造。
【請求項４】
　上記第１のレール部材及び第２のレール部材が、それぞれ同一の曲率で湾曲したものよ
りなり、
　上記標準パネルの横桟及び上記繋ぎパネルの横桟が、それぞれ上記の曲率で湾曲したも
のよりなることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の内装下地構造。
【請求項５】
　上記第１のレール部材が、複数のレール部材片を連設させたものよりなり、
　上記第２のレール部材が、複数のレール部材片を連設させたものよりなることを特徴と
する請求項１～４の何れかに記載の内装下地構造。
【請求項６】
　上記複数の標準パネルの中、最右端または最左端に配置された標準パネルの一方の縦フ
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レーム材が、外側面に段部を備えており、
　上記繋ぎパネルの各横桟の一方の端部が、上記段部に当接されていることを特徴とする
請求項１～５の何れかに記載の内装下地構造。
【請求項７】
　上記第１のレール部材によって形成されるガイド溝と第２のレール部材によって形成さ
れるガイド溝との間に一の標準パネルを装着し、これを左右の一方である始端側に配置さ
せる工程と、
　上記第１のレール部材によって形成されるガイド溝と第２のレール部材によって形成さ
れるガイド溝との間に、一方の縦フレーム材の外側面に段部が形成された他の標準パネル
を装着し、これを左右の他方である終端側に配置させる工程と、
　上記一の標準パネルと他の標準パネルとの間に、それぞれ同寸法を備えた繋ぎパネルと
、それぞれ同寸法を備えた標準パネルを順に必要個数装着させる工程と、
　最後に装着した標準パネルと上記終端側に配置された標準パネルとの間に、繋ぎパネル
の横寸法より短い寸法の空隙が残された場合に、上記繋ぎパネルの各横桟を必要量切断し
、横幅寸法を調整する工程と、
　この横幅寸法を調整した繋ぎパネルの各横桟の一方の端部を、最後に装着された標準パ
ネルの縦フレーム材の外側面に形成された凹溝内に嵌合させる工程と、
　この繋ぎパネルの各横桟の他方の端部を、終端側に配置された標準パネルの縦フレーム
材に形成された上記段部に当接させる工程と、
　各横桟の端部上に補強用の縦桟をあてがい、両者間を固定する工程と、
　からなる内装下地構造の形成方法。
【請求項８】
　複数の標準ボードを所定の間隙をおいて配置し、各標準ボード間に繋ぎボードを配置さ
せた床用の内装下地構造であって、
　上記標準ボードは、所定の間隔をおいて平行に配置された一対の根太と、各根太の上面
に配置固定された平板とからなり、
　各根太の裏面には、複数の支持脚が取り付けられており、
　各根太の上面には、平板で覆われていないマージン部が形成されており、
　このマージン部に上記の繋ぎボードが載置され、所定の係合手段によって固定されてい
ることを特徴とする床用の内装下地構造。
【請求項９】
　躯体内の任意の位置に、複数の標準パネルを連設することによって形成される内装下地
構造であって、
　上記標準パネルが、平行に配置された一対の縦フレーム材と、両縦フレーム材間に平行
に配置された１または複数の縦桟と、両縦フレーム材及び縦桟間を繋ぐ複数の横桟とを備
えたことを特徴とする内装下地構造。
【請求項１０】
　上記標準パネルが、両縦フレーム材及び縦桟の下端面に接続された底板を備えたもので
あることを特徴とする請求項９に記載の内装下地構造。
【請求項１１】
　上記標準パネルの両縦フレーム材の外側面には、それぞれ凹部が形成されており、
　他の標準パネルと連設される際には、相互の凹部間に連結部材が介装されることを特徴
とする請求項９または１０に記載の内装下地構造。
【請求項１２】
　上記横桟が、標準パネルの両縦フレーム材及び縦桟の一面側に配置固定されると共に、
両縦フレーム材及び縦桟の他面側にも配置固定されていることを特徴とする請求項９～１
１の何れかに記載の内装下地構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、コンクリート建物の躯体内に、石膏ボード等の表装パネルを設置するため
の内装下地構造を形成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の主要構造部を鉄筋コンクリートで形成する集合住宅においては、コンクリート壁
の表面側に複数の表装パネルを並設し、表装壁を構築する場合がある。複数の表装パネル
を並設して表装壁を構築する際の下地構造としては、例えば下記の特許文献１のように、
躯体壁の上下の天井及び床にその壁面と平行にそれぞれランナーを設けて、各ランナー間
に複数の表装パネルを固定し、表装パネルの背面側に設けた縦方向のリブを、間隔調整部
材を介して躯体壁に固定する構造が従来から知られている。
【特許文献１】特開平５－１４１０６５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この特許文献１に記載の技術によれば、現場で木軸を格子状に組み立てる作業が不要と
なる利点がある。
　しかしながら、この特許文献１の施工方法では、表装パネルのリブが縦方向にのみ設け
られているため、表装パネルに横方向の撓みが生じ易かった。また、表装パネルの背面に
リブを設けるような加工を施す必要があり、通常の平板状の表装パネルをそのまま用いる
ことができなかった。
　また、当然ながら表装壁以外の、例えば天井や床用の内装下地構造には適用できなかっ
た。
【０００４】
　そこで、本発明は、通常の表装パネルを撓みが生じることなく表面に固定することがで
き、しかも現場による作業効率を向上できる内装下地構造を提供することを第１の目的と
する。また本発明は、表装壁以外の部位に対しても適用可能な内装下地構造を提供するこ
とを第２の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、請求項１に記載の内装下地構造は、躯体内の任意の位置に
配置固定され、ガイド溝を形成する第１のレール部材と、上記第１のレール部材に対して
、所定の距離を隔てて平行に配置固定され、この第１のレール部材のガイド溝と対応する
ガイド溝を形成するための第２のレール部材と、各ガイド溝間に装着される複数の標準パ
ネルと、各ガイド溝間に装着される１または複数の繋ぎパネルを備え、上記標準パネルは
、平行に配置された一対の縦フレーム材と、各縦フレーム材の内側面に形成された凹溝内
に左右両端が嵌合され、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数の横桟と、各横桟
の一面間を繋ぐ１または複数の縦桟とを備え、上記繋ぎパネルは、相互に所定の間隔をお
いて配置固定された複数の横桟と、各横桟を繋ぐ１または複数の縦桟を備え、上記標準パ
ネルの最上段に位置する横桟を上記第１のレール部材によって形成されるガイド溝内に嵌
合させると共に、同標準パネルの最下段に位置する横桟を上記第２のレール部材によって
形成されるガイド溝内に嵌合させることにより、上記標準パネルが各ガイド溝間に装着さ
れ、上記繋ぎパネルの最上段に位置する横桟を上記第１のレール部材によって形成される
ガイド溝内に嵌合させると共に、同繋ぎパネルの最下段に位置する横桟を上記第２のレー
ル部材によって形成されるガイド溝内に嵌合させ、さらに各横桟の左右両端の少なくとも
一方を、先にレール部材間に装着された標準パネルの縦フレーム材の外側面に形成された
凹溝内に嵌合させることにより、上記繋ぎパネルが各ガイド溝間に装着されることを特徴
としている。
【０００６】
　請求項２に記載の内装下地構造は、請求項１の内装下地構造であって、さらに、上記標
準パネルが、平行に配置された一対の縦フレーム材と、各縦フレーム材の内側面に形成さ
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れた凹溝内に左右両端が嵌合され、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数の横桟
と、各横桟の一面間を繋ぐ１または複数の縦桟とを備えた下側標準パネルと、平行に配置
された一対の縦フレーム材と、各縦フレーム材の内側面に形成された凹溝内に左右両端が
嵌合され、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数の横桟と、各横桟の一面間を繋
ぐ１または複数の縦桟とを備えた上側標準パネルとを連結させたものよりなり、上記繋ぎ
パネルが、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数の横桟と、各横桟を繋ぐ１また
は複数の縦桟を備えた下側繋ぎパネルと、相互に所定の間隔をおいて配置固定された複数
の横桟と、各横桟を繋ぐ１または複数の縦桟を備えた上側繋ぎパネルとを連結させたもの
よりなることを特徴としている。
【０００７】
　請求項３に記載の内装下地構造は、請求項１または２の内装下地構造であって、さらに
、上記標準パネルが、各横桟の一面間を繋ぐ１または複数の縦桟の他に、各横桟の他面間
を繋ぐ１または複数の縦桟を備え、上記繋ぎパネルが、各横桟の一面間を繋ぐ１または複
数の縦桟の他に、各横桟の他面間を繋ぐ１または複数の縦桟を備えたことを特徴としてい
る。
【０００８】
　請求項４に記載の内装下地構造は、請求項１～３に記載の内装下地構造であって、さら
に、上記第１のレール部材及び第２のレール部材が、それぞれ同一の曲率で湾曲したもの
よりなり、上記標準パネルの横桟及び上記繋ぎパネルの横桟が、それぞれ上記の曲率で湾
曲したものよりなることを特徴としている。
【０００９】
　請求項５に記載の内装下地構造は、請求項１～４に記載の内装下地構造であって、さら
に、上記第１のレール部材が、複数のレール部材片を連設させたものよりなり、上記第２
のレール部材が、複数のレール部材片を連設させたものよりなることを特徴としている。
【００１０】
　請求項６に記載の内装下地構造は、請求項１～５に記載の内装下地構造であって、さら
に、上記複数の標準パネルの中、最右端または最左端に配置された標準パネルの一方の縦
フレーム材が、外側面に段部を備えており、上記繋ぎパネルの各横桟の一方の端部が、上
記段部に当接されていることを特徴としている。
【００１１】
　請求項７に記載の内装下地構造の形成方法は、上記第１のレール部材によって形成され
るガイド溝と第２のレール部材によって形成されるガイド溝との間に一の標準パネルを装
着し、これを左右の一方である始端側に配置させる工程と、上記第１のレール部材によっ
て形成されるガイド溝と第２のレール部材によって形成されるガイド溝との間に、一方の
縦フレーム材の外側面に段部が形成された他の標準パネルを装着し、これを左右の他方で
ある終端側に配置させる工程と、上記一の標準パネルと他の標準パネルとの間に、それぞ
れ同寸法を備えた繋ぎパネルと、それぞれ同寸法を備えた標準パネルを順に必要個数装着
させる工程と、最後に装着した標準パネルと上記終端側に配置された標準パネルとの間に
、繋ぎパネルの横寸法より短い寸法の空隙が残された場合に、上記繋ぎパネルの各横桟を
必要量切断し、横幅寸法を調整する工程と、この横幅寸法を調整した繋ぎパネルの各横桟
の一方の端部を、最後に装着された標準パネルの縦フレーム材の外側面に形成された凹溝
内に嵌合させる工程と、この繋ぎパネルの各横桟の他方の端部を、終端側に配置された標
準パネルの縦フレーム材に形成された上記段部に当接させる工程と、各横桟の端部上に補
強用の縦桟をあてがい、両者間を固定する工程とからなることを特徴としている。
【００１２】
　請求項８に記載の内装下地構造は、複数の標準ボードを所定の間隙をおいて配置し、各
標準ボード間に繋ぎボードを配置させた床用の内装下地構造であって、上記標準ボードは
、所定の間隔をおいて平行に配置された一対の根太と、各根太の上面に配置固定された平
板とからなり、各根太の裏面には、複数の支持脚が取り付けられており、各根太の上面に
は、平板で覆われていないマージン部が形成されており、このマージン部に上記の繋ぎボ
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ードが載置され、所定の係合手段によって固定されていることを特徴としている。
【００１３】
　請求項９に記載の内装下地構造は、躯体内の任意の位置に、複数の標準パネルを連設す
ることによって形成される内装下地構造であって、上記標準パネルが、平行に配置された
一対の縦フレーム材と、両縦フレーム材間に平行に配置された１または複数の縦桟と、両
縦フレーム材及び縦桟間を繋ぐ複数の横桟とを備えたことを特徴としている。
【００１４】
　請求項１０に記載の内装下地構造は、請求項９に記載の内装下地構造であって、さらに
上記標準パネルが、両縦フレーム材及び縦桟の下端面に接続された底板を備えたものであ
ることを特徴としている。
【００１５】
　請求項１１に記載の内装下地構造は、請求項９または１０に記載の内装下地構造であっ
て、さらに、上記標準パネルの両縦フレーム材の外側面にはそれぞれ凹部が形成されてお
り、他の標準パネルと連設される際には、相互の凹部間に連結部材が介装されることを特
徴としている。
【００１６】
　請求項１２に記載の内装下地構造は、請求項９～１１に記載の内装下地構造であって、
さらに上記横桟が、標準パネルの両縦フレーム材及び縦桟の一面側に配置固定されると共
に、両縦フレーム材及び縦桟の他面側にも配置固定されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の内装下地構造は、第１のレール部材と第２のレール部材によるガイド
溝間に必要枚数の標準パネルと繋ぎパネルを順に装着することによって構成されるため、
標準パネル及び繋ぎパネルを工場で予め製造しておくことで、現場での作り込み作業を最
小限に抑えることができる。
　しかも、標準パネル及び繋ぎパネルは、それぞれ横桟及び縦桟を備えているため、形成
される内装下地構造は格子状の構造を備えており、縦方向及び横方向に撓みが生じること
がない。
　そして、上記縦桟及び縦フレーム材の表面が面一になるように各部の寸法を設定してお
けば、通常の平板状の表装パネルを下地構造に貼り付けることが可能となる。
【００１８】
　請求項２に記載の内装下地構造は、標準パネルが下側標準パネルと上側標準パネルを連
結することによって形成されると共に、繋ぎパネルも下側繋ぎパネルと上側繋ぎパネルを
連結することによって形成されるため、工場から現場までの搬送（特にエレベータでの移
動）を容易にすることができる。
【００１９】
　請求項３に記載の内装下地構造は、標準パネル及び繋ぎパネルの各横桟の両面に縦桟が
配置固定されているため、内装下地構造の表面及び裏面に表装パネルを貼り付けることが
可能となる。このため、この発明を間仕切り壁用の下地構造に適用可能となる。
【００２０】
　請求項４に記載の内装下地構造によれば、湾曲した内装壁面を容易に構築可能となる。
【００２１】
　請求項７に記載の内装下地構造の形成方法によれば、規格化された標準パネル及び繋ぎ
パネルを基本として用いつつも、現場において横寸法の短い「あまり」の空隙が生じた場
合には、繋ぎパネルの横桟を切除することで柔軟に対応可能となる。
【００２２】
　請求項８に記載の内装下地構造にあっては、複数の標準ボード間に繋ぎボードを載置し
て固定することによって床用内装下地構造の基本が形成されるため、現場での作業効率を
高めることが可能となる。また、標準ボードにの根太には予め支持脚が取り付けられてい
るため、現場で一々支持脚を取り付ける作業を極力排除することができる。しかも、各標
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準ボードは一対の根太を備えているため、床用内装下地構造の剛性自体を飛躍的に高める
ことが可能となる。
【００２３】
　請求項９及び１０に記載の内装下地構造は、同一の構造を備えた複数の標準パネルを連
設することによって構成されるため、現場での作り込み作業を最小限に抑えることができ
ると同時に、製造コストを抑制することが可能となる。
　この場合の標準パネルも、それぞれ横桟及び縦桟を備えているため、形成される内装下
地構造は格子状の構造を備えており、縦方向及び横方向に撓みが生じることがない。また
、上記縦桟及び縦フレーム材の表面が面一になるように各部の寸法を設定しておけば、通
常の平板状の表装パネルを下地構造に貼り付けることが可能となる。
【００２４】
　請求項１１に記載の内装下地構造によれば、連結部材を介して隣接する標準パネル間の
接合強度を高めることができ、内装下地構造の剛性を向上させることが可能となる。
【００２５】
　請求項１２に記載の内装下地構造によれば、内装下地構造の表面及び裏面に配置された
横桟の表面に表装パネルを貼り付けることが可能となる。このため、この発明を間仕切り
壁用の下地構造に適用可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は、この発明に係る標準パネル10の前面を示すものであり、一対の縦フレーム材12
と、５本の横桟14と、２本の縦桟16を備えている。図２は図１のＡ－Ａ断面図であり、図
３はＢ－Ｂ断面図、図４はＣ－Ｃ断面図である。
【００２７】
　図４に示すように、縦フレーム材12は、内側面及び外側面にそれぞれ凹溝12a,12bが形
成された、断面エ字形状を備えている。この縦フレーム材12は、例えば廃木材を再生加工
した硬質合成木材よりなる。
【００２８】
　図１～３に示すように、各横桟14は平板よりなり、それぞれの左右両端部が各縦フレー
ム材12の内側面に形成された凹溝12b内に挿入されている。各横桟14間には、所定の間隔
が設けられている。各横桟14の中、最上段に位置する横桟14は、他の横桟14に比べて幅が
広く設定されている。
【００２９】
　各縦桟16は長尺な平板よりなり、各横桟14を繋ぐように配置されている。各縦桟16と縦
フレーム材12との間、及び各縦桟16,16間には、所定の間隔が設けられている。
【００３０】
　各縦桟16と横桟14との交差部αは、タッカまたはビスによって固定されている。この結
果、各横桟14及び各縦桟16が一体化されている。
　ただし、横桟14の中、最上段に位置する横桟14と縦桟16の上端部との接触部β、及び最
下段に位置する横桟14と縦桟16の下端部との接触部γについては、工場出荷時にビス等に
よって仮止めされており、現場において取り外される。この結果、図５に示すように、最
上段の横桟14及び最下段の横桟14は、一対の縦フレーム材12,12間において、スライド可
能となる。
【００３１】
　図６は、この発明に係る繋ぎパネル20の前面を示すものであり、５本の横桟24と、２本
の縦桟26を備えている。
【００３２】
　上記と同様、各横桟24は平板よりなり、相互に所定の間隔が設けられている。また、各
横桟24の中、最上段に位置する横桟24は、他の横桟24に比べて幅が広く設定されている。
【００３３】
　各縦桟26も、上記と同様、長尺な平板よりなり、各横桟14にを繋ぐように配置されてい
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る。各縦桟16間には、所定の間隔が設けられている。
【００３４】
　各縦桟26と横桟24との交差部αは、タッカまたはビスによって固定されている。この結
果、各横桟24及び各縦桟26が一体化されている。なお、横桟24の中、最上段に位置する横
桟24と縦桟26の上端部との接触部β、及び最下段に位置する横桟24と縦桟26の下端部との
接触部γは、工場出荷時にはビス等によって仮止めされており、現場において取り外され
る。
【００３５】
　上記より明らかなように、繋ぎパネル20は、標準パネル10から一対の縦フレーム材12,1
2を取り除いた構成を備えている。
【００３６】
　つぎに、上記の標準パネル10及び繋ぎパネル20を用いて、表装壁用の下地構造の形成方
法について説明する。
　まず、図７に示すように、コンクリート躯体の天井面30及び床面32に、それぞれ断面コ
字状の第１のレール部材34及び第２のレール部材36を、ビス38によって固定する。この際
、各レール部材34,36の凹溝（ガイド溝）34a,36a同士が平行となるように、各レール部材
34,36は位置決めされる。
【００３７】
　つぎに、図８に示すように、各レール部材34,36間に標準パネル10の縦フレーム材12及
び縦桟16を嵌め入れる。この際、標準パネル10の縦フレーム材12及び縦桟16の寸法が長す
ぎてつかえるようであれば、その場でそれぞれの端部を必要量切除し、寸法を調整する。
　この状態においては、縦フレーム材12及び縦桟16の両端は各レール部材34,36の頂面に
接しているだけであり、レール部材34,36の凹溝34a,36a内には何も挿入されていない。
【００３８】
　１枚目の標準パネル10は、図中の左方向に移動される。図９に示すように、躯体の左側
面40には断面Ｔ字状の棒材（以下「Ｔバー42」）が配置固定されており、標準パネル10が
左方向に移動すると、縦フレーム材12の外側面に形成された凹溝12aにこのＴバー42の凸
部が嵌合される。
【００３９】
　つぎに、標準パネル10の最上段に位置する横桟14を天井面30の方向にスライドさせると
共に、最下段に位置する横桟14を床面32の方向にスライドさせる。この結果、最上段の横
桟14が第１のレール部材34の凹溝34aに挿入されると共に、最下段の横桟14が第２のレー
ル部材36の凹溝36aに挿入される。
　この状態において、最上段の横桟14と各縦桟16との接触部βをタッカまたはビスによっ
て固定すると共に、最下段の横桟14と各縦桟16との接触部γをタッカまたはビスによって
固定する。
　このように、標準パネル10の最上段及び最下段の横桟14を第１のレール部材34及び第２
のレール部材36の凹溝内に嵌合させた状態で固定することにより、標準パネル10をレール
部材34,36間に強固かつ容易に装着することが可能となる。
【００４０】
　つぎに、この標準パネル10の縦フレーム材12の凹溝12aに繋ぎパネル20の各横桟24の左
端部を挿入すると同時に、最上段の横桟24を天井面30の方向にスライドさせ、第１のレー
ル部材34の凹溝34a内に挿入させる。同時に、最下段の横桟24を床面32の方向にスライド
させ、第２のレール部材36の凹溝36a内に挿入させる。
　この状態において、最上段の横桟24と各縦桟26との接触部βをタッカまたはビスによっ
て固定すると共に、最下段の横桟24と各縦桟26との接触部γをタッカまたはビスによって
固定する。
　このように、繋ぎパネル20の最上段及び最下段の横桟24を第１のレール部材34及び第２
のレール部材36の凹溝内に嵌合させた状態で固定することにより、繋ぎパネル20をレール
部材34,36間に強固かつ容易に装着することが可能となる。
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【００４１】
　つぎに、各レール部材34,36間に２枚目の標準パネル10の縦フレーム材12及び縦桟16を
嵌め入れ、左方向に移動させる。この結果、標準パネル10の左側縦フレーム材12の凹溝12
a内に、繋ぎパネル20の各横桟24の右端部が挿入される。
　つぎに、標準パネル10の最上段に位置する横桟14を天井面30の方向にスライドさせると
共に、最下段に位置する横桟14を床面32の方向にスライドさせる。この結果、最上段の横
桟14が第１のレール部材34の凹溝34aに挿入されると共に、最下段の横桟14が第２のレー
ル部材36の凹溝36aに挿入される。
　つぎに、最上段の横桟14と各縦桟16との接触部βがタッカまたはビスによって固定され
ると共に、最下段の横桟14と各縦桟16との接触部γがタッカまたはビスによって固定され
る。
【００４２】
　以上の工程を必要回数繰り返すことにより、標準パネル10、繋ぎパネル20、標準パネル
10…が順に配置された表装壁用の下地構造が形成されていく。
　つぎに、図１０に示すように、躯体の右側面44に最後の標準パネル10を上記と同様の手
順を踏んで装着する。図１１に示すように、この最後の標準パネル10の左側縦フレーム材
12は、凹溝の前面側縁部が切り欠かれた結果、背面側縁部よりなる段部12cが外側面に形
成された、断面ユ字形状を備えている。
【００４３】
　つぎに、標準パネル10,10間に形成された隙間50に、最後の繋ぎパネル20を嵌め込む。
この際、上記隙間50の横幅寸法が本来の繋ぎパネル20の横幅寸法よりも短い場合には、各
横桟24の左右何れかの端部を現場で必要量切除し、寸法を調整する。
　その後、図１１に示すように、繋ぎパネル20の各横桟24の左端部を標準パネル10の右側
縦フレーム材12の凹溝12a内に嵌装させた後、各横桟24の右端部を最後の標準パネル10の
左側縦フレーム材12に向けて被せる。上記のように、最後の標準パネル10の左側縦フレー
ム材12は断面ユ字形状をしており、前面側縁部が切り欠かれているため、各横桟24の右端
は左側縦フレーム材12の段部12c上に当接される。
【００４４】
　その後、図１２に示すように、繋ぎパネル20の各横桟24の右端部上に補強用縦桟52が載
置され、タッカまたはビスによって各横桟24固定される。この補強用縦桟52は、縦桟26と
同様の長さを備えており、各横桟24の右端を繋ぐ機能を発揮する。
【００４５】
　以上の結果、基本的に標準パネル10及び繋ぎパネル20の２種類の規格化された部材を現
場で交互に配置していくことにより、表装壁の下地構造が形成される。すなわち、現場に
おける作業は簡単な寸法合わせのための切断のみで済むため、特別な熟練を必要としない
利点がある。
【００４６】
　図１２より明らかなように、標準パネル10の縦フレーム材12の表面、縦桟16の表面、及
び繋ぎパネル20の縦桟26の表面が、それぞれ同一直線上に並ぶように（面一となるように
）各部材の寸法が設定されている。
　このため、上記縦桟16,26の表面及び縦フレーム材12の表面に、石膏ボード等の表装パ
ネルを貼り付けることにより、表装壁が完成する。
【００４７】
　以上は表装壁用の下地構造を形成する際の説明であったが、ほぼ同じ工程によって間仕
切り壁用の下地構造を形成することもできる。ただし、この場合には図１３に示すように
、各横桟14の表面側及び背面側にそれぞれ縦桟16を配置させた標準パネル10と、同じく横
桟24の表面側及び背面側にそれぞれ縦桟26を配置させた及び繋ぎパネル20を用いる。
　そして、形成された間仕切り壁用の下地構造54の表面及び背面に配置された縦桟16,26
の表面及び縦フレーム材12の両面に、石膏ボード等の表装パネル56,56をそれぞれ貼り付
けることにより、間仕切り壁が完成する。
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【００４８】
　図１４は、上下分割式の標準パネル10を示しており、下側標準パネル60と、上側標準パ
ネル62を事前に工場内で製作して現場に搬送し、その場で両者を連結して標準パネル10を
完成させるものである。
【００４９】
　下側標準パネル60は、一対の縦フレーム材12の凹溝12b,12b間に４本の横桟14を配置固
定させると共に、２本の縦桟16によって各横桟14の表面を繋いだ形状を備えている。各縦
フレーム材12は、各縦桟16よりも長い寸法を備えている。また、最上段の横桟14は他の横
桟14よりも幅広に形成されており、各縦桟16の先端部が接触しない余白部分63を備えてい
る。
【００５０】
　また、上側標準パネル62は、一対の縦フレーム材12の凹溝12b,12b間に２本の横桟14を
配置固定させると共に、２本の縦桟16によって各横桟14の表面を繋いだ形状を備えている
。各縦桟16は、各縦フレーム材12よりも長い寸法を備えている。また、下段に位置する横
桟14は、幅寸法が上段の横桟14よりも広く、左右両端の上部のみが縦フレーム材12の凹溝
12b,12b内に挿入され、下部64は露出している。
【００５１】
　上側標準パネル62の下段に位置する横桟14の両端下部64,64を、下側標準パネル60の縦
フレーム材12に形成された凹溝12b内に挿入させ、同時に上側標準パネル62の縦桟16の下
端部を下側標準パネル60の最上段の横桟14の表面（余白部分63）にタッカまたはビスによ
って固定することにより、図１５に示すように、下側標準パネル60と上側標準パネル62と
が一体化され、標準パネル10が完成する。
【００５２】
　上側標準パネル62の上段の横桟14及び下側標準パネル60の最下段の横桟14は、それぞれ
縦桟16に対してビス等で仮止めされた状態で現場に搬入され、上側標準パネル62と下側標
準パネル60との一体化が完了した後に、仮止めが解除される。この結果、一体化された標
準パネル10の最上段に位置する横桟14と、最下段に位置する横桟14は、上記と同様、上下
にスライド可能となる。
【００５３】
　図１６は、上下分割式の繋ぎパネル20を示しており、下側繋ぎパネル65と、上側繋ぎパ
ネル66を事前に工場内で製作して現場に搬送し、その場で接合して繋ぎパネル20を完成さ
せるものである。
【００５４】
　下側繋ぎパネル65は、所定の間隔をおいて配置された４本の横桟14の表面を、２本の縦
桟16によって繋いだ形状を備えている。最上段の横桟14は他の横桟14よりも幅広に形成さ
れており、各縦桟16の先端部が接触しない余白部分67を備えている。
【００５５】
　また、上側繋ぎパネル66は、２本の横桟14を所定の間隔をおいて配置させると共に、２
本の縦桟16によって各横桟14の表面を繋いだ形状を備えている。各縦桟16の下端部は、下
段の横桟14から大きく下側に突き出している。
【００５６】
　上側繋ぎパネル66の各縦桟26の下端部を、下側繋ぎパネル65の最上段の横桟24の表面（
余白部分67）にタッカまたはビスによって固定することにより、下側繋ぎパネル65と上側
繋ぎパネル66とが一体化される。
【００５７】
　上記のように、標準パネル10を下側標準パネル60と上側標準パネル62とを一体化させる
ことによって形成すると共に、繋ぎパネル20を下側繋ぎパネル65と上側繋ぎパネル66とを
一体化させることによって形成することにより、縦寸法の比較的大きな下地構造を容易に
構築することが可能となる。
【００５８】
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　もちろん、この発明に係る標準パネル10及び繋ぎパネル20に関しては、特に寸法上の限
定はないが、エレベーターによる搬入の容易さを勘案すると、各部材の高さを１８０cm前
後に納めることが望ましい。したがって、２ｍを超えるような高さの下地構造を構築する
場合には、上記のように上下分離方式の標準パネル10及び繋ぎパネル20を採用することが
有利である。
【００５９】
　上記においては、この発明を表装壁用の下地構造の形成及び間仕切り壁用の下地構造の
形成に適用する例を示したが、天井用の下地構造の形成に応用することもできる。
　図１７はその一例を示すものであり、躯体壁面70の上部に第１のレール部材34を配置固
定させると共に、躯体天井面30から第２のレール部材36を吊り下げ固定し、その間に標準
パネル10と繋ぎパネル20を上記と同様の要領で交互に装着していくことで、天井用の下地
構造71が形成される様子が描かれている。
【００６０】
　図１８は、第２のレール部材36が躯体天井面30に吊り下げ固定された状態を示すもので
あり、躯体天井面30に接合された補強板72と第２のレール部材36の上面とが、吊り金具73
を介して接続されている。
【００６１】
　第２のレール部材36は、ここでは左側面及び右側面に凹溝36a及び36bを備えた断面エ字
形状を備えており、一方の凹溝36aに標準パネル10及び繋ぎパネル20の縦桟16,26が挿入さ
れると共に、他方の凹溝36bにも、別の標準パネル10及び繋ぎパネル20の縦桟16,26が挿入
される。
　このように、左右に凹溝36a,36bを備えた第２のレール部材36を躯体の天井面30から必
要本数吊り下げることにより、比較的広い面積の天井用下地構造であっても、規格化され
た標準パネル10及び繋ぎパネル20をマトリクス状に多数組み込むことにより、容易に形成
することが可能となる。
【００６２】
　第１のレール部材34及び第２のレール部材36を、上記のように一体化された部材によっ
て構成してもよいが、複数の分割されたレール部材片を用意しておき、現場においてこれ
らを組み合わせて比較的長尺のレール部材を構成することもできる（図示省略）。この場
合、各レール部材片の間に所定の隙間を形成することもできる。
【００６３】
　上記においては、標準パネル10及び繋ぎパネル20を交互に必要個数組み合わせていくこ
とにより、平面上の下地構造を構築する例を説明したが、この発明はこれに限定されるも
のではない。
　すなわち、図示は省略したが、第１のレール部材及び第２のレール部材として所定の曲
率で湾曲した形状のものを採用することにより、湾曲面の下地構造を形成することもでき
る。この場合、同じ曲率で湾曲した横桟14,24を備えた標準パネル10及び繋ぎパネル20を
用いるべきことは言うまでもない。
【００６４】
　上記においては、標準パネル10として２本の縦桟16を備えたものを例示し、繋ぎパネル
20として２本の縦桟26を備えたものを例示したが、この発明はこれに限定されるものでは
ない。
　例えば、図１９に示すように、１本の縦桟16を備えた比較的幅の狭い標準パネル10を採
用し、また図２０に示すように、１本の縦桟26を備えた比較的幅の狭い繋ぎパネルを20を
採用することも当然に可能である。
　あるいは逆に、３本以上の縦桟16を備えた比較的幅の広い標準パネル16と、同じく３本
以上の縦桟26を備えた比較的幅の広い繋ぎパネル26を用いて表装壁や間仕切り壁、天井用
の下地構造を形成することもできる。
【００６５】
　図７においては、第１のレール部材34及び第２のレール部材36として、それぞれ凹溝34
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a、36aを備えた断面コ字状のものを例示したが、この発明はこれに限定されるものではな
い。
　例えば、図２１に示すように、表装壁用の下地構造を形成するに際し、第１のレール部
材34として、断面Ｌ字状のものを採用してもよい。この場合、縦フレーム材12の背面には
躯体の壁面74が存在しているため、Ｌ字状の第１のレール部材34の縁部と壁面74との間に
凹溝（ガイド溝）34bが形成されることとなる。なお、図中の符号75は、縦フレーム材12
と壁面74との間に装着されたスペーサを表している。
【００６６】
　図示は省略したが、上記の標準パネル16や繋ぎパネル26、あるいは断面コ字状、断面Ｔ
字状、断面エ字状、断面ユ字状をなした各種棒材を用い、現場において必要に応じて切断
加工を施すことにより、隅部、柱部、梁部等に対する内装下地構造を形成することもでき
る。
　上記のように、標準パネルや繋ぎパネルは、縦桟や横桟を予め組み合わせた基本構造を
備えているため、現場において若干の寸法調整を行うことにより、極めて効率的に局所的
な内装下地構造を形成できる利点が生じる。
【００６７】
　つぎに、図２２～図２５に従い、床用の内装下地構造について説明する。
　まず、床用の内装下地構造の場合、図２２に示すように、標準ボード76が構造の中心部
材となる。この標準ボード76は、長方形状の平板77と、その両長辺にビスまたはタッカ等
によって接合された丈夫な角材よりなる根太78とを備えている。
　図示の通り、平板77の上端辺77aが各根太78の上端78aよりも上に出っ張ると共に、平板
77の下端辺77bが各根太78の下端78bよりも上に引っ込んでいるため、各根太78の表面には
、平板77と接触しない下端側マージン部79が形成されている。
　また、平板77の左端辺77c及び右端辺77dは、各根太78の表面の中間線に沿うように配置
されているため、各根太78の中心線よりも外側部分にも長尺な左端側マージン部80と右端
側マージン部81が形成されている。
【００６８】
　図２３に示すように、各根太78には、３本の支持脚82が所定の間隔をおいて取り付けら
れている。各根太78には３箇所の貫通孔が形成されており、その中にアジャスタ金物が埋
設されている（図示省略）。そして、このアジャスタ金物のネジ孔に支持脚82のネジ部を
螺合させることにより、各支持脚82は根太78に対して突出量可変となるように取り付けら
れている。なお、支持脚82の数は３本に限定されるものではなく、必要に応じて数を増や
すこともできる。
【００６９】
　図２４に示すように、床用の内装下地構造を形成するには、まず複数の標準ボード76を
所定の間隔をおいて躯体床面83上に載置していく。この際、事前に各標準ボード76の複数
の支持脚82をそれぞれ必要方向に必要量回転させ、高さの調整（レベル調整）を行ってお
く。
　つぎに、各標準ボード76の間に、平板77と同じ寸法形状を備えた平板よりなる繋ぎボー
ド84を載置し、各標準ボード76の根太78の表面に表れた左端側マージン部80及び右端側マ
ージン部81にビスまたはタッカによって固定する。
　躯体床面83の左端側に位置する標準ボード76の根太78の左端側マージン部80には、帯板
86が載置され、ビスまたはタッカによって固定される。
【００７０】
　基本的には、躯体床面83の左端と右端から標準ボード76及び繋ぎボード84を交互に配置
していき、最後の標準ボード76,76間に繋ぎボード84の標準的な横幅よりも狭い間隙ある
いは広い間隙が残された場合には、現場で平板を適宜切断し、上記の間隙を埋めればよい
。
【００７１】
　上記のようにして、定型的な標準ボード76と繋ぎボード84を交互に一列に配置し終えた
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ら、同様に他の列を形成するように標準ボード76と繋ぎボード84を交互に配置していく。
この際、先の列の標準ボード76の下端側マージン部79に後の列の標準ボードの上端辺77a
（出っ張り部分）を載置し、両者間をビスまたはタッカによって固定することにより、標
準ボード76同士を縦方向（行方向）に連結することが可能となる。
【００７２】
　従来、床用の内装下地構造を形成するためには、現場において平板を切り出し、それぞ
れの平板に支持脚を所定の間隔で多数取り付ける作業が職人に強いられていたため、極め
て非効率的であった。
　これに対し、この発明に係る下地構造の形成方法によれば、工場において標準ボード76
の根太78に必要な支持脚82が取り付けられているため、現場での作業を最小限に抑えるこ
とができる。
　しかも、各標準ボード76は一対の丈夫な根太78を備えているため、内装下地構造の剛性
が飛躍的に高まり、床の撓みを排除できる利点も生じる。
【００７３】
　図２５は、エアコン等の配管周りにおける各ボードの配置例を示すものであり、上下に
配置された各標準ボード76の下端側マージン部79同士が、所定の間隙を隔てて対向してお
り、両者の間の間隙に配管87が通されている。
　この場合、各標準ボード76の下端側マージン部79間には、比較的小型の平板よりなる複
数の蓋部材88が被せられ、ビスまたはタッカによって固定される。
　配管87については、その種類に応じて数年あるいは数十年単位で交換する必要が生じる
が、上記のように構成しておけば、配管交換時に下地構造を大規模に引き剥がすことなく
、蓋部材88のみを取り外せば済むため、住宅のメンテナンス性を大幅に向上させることが
できる。
【００７４】
　この発明に係る各内装下地構造にあっては、何れも床用の下地構造とは独立しているた
め、リフォーム等によって部屋の間取り等のプランを変更した場合であっても、床用の下
地構造に手を加える必要がないという利点を備えている。
【００７５】
　図２６は、標準パネルの他の実施形態を示す平面図であり、図２７は図２６のＤ－Ｄ断
面図、図２８は図２６のＥ－Ｅ断面図である。
　図２６に示すように、この簡易型標準パネル100は、一対の縦フレーム材102と、３本の
横桟104と、２本の縦桟106と、底板108を備えている。
【００７６】
　図２７に示すように、縦フレーム材102は、外側面に凹溝102aが形成された、断面コ字
形状を備えている。また、縦桟106及び底板108は、縦フレーム材102と同じ厚さを備えた
断面矩形状の角材より形成されている。これに対し横桟104は、平板より形成されている
。
【００７７】
　縦フレーム材102及び縦桟106には、横桟104が直角に交差するように配置され、それぞ
れの接合部分はタッカまたはビスによって固定されている。また、底板108は、縦フレー
ム材102及び縦桟の底面に、釘やビスを介して接合されている。この結果、縦フレーム材1
02、縦桟106、横桟104、及び底板108が、格子状に一体化されている。
【００７８】
　横桟104の相互間及び最下段の横桟104と底板108との間には、所定の間隔が設けられて
いる。また、縦フレーム材102と縦桟106との間、及び縦桟106の相互間にも、所定の間隔
が設けられている。
【００７９】
　この簡易型標準パネル100を用いて表装壁用の下地構造を形成する場合、図２８に示す
ように、予め躯体の壁面74と天井面30との直交部分に、長尺なガイド部材110を配置固定
しておく。
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　このガイド部材110は、図２８中の部分拡大斜視図に示すように、縦フレーム材102、縦
桟106及び底板108と同じ厚さを備えた長尺な角材112と、横桟104と同じ厚さを備えた平板
114とを接合させたものよりなる。
【００８０】
　つぎに、図２９に示すように、簡易型標準パネル100の横桟104を壁面74に密着させる。
この際、縦フレーム材102及び縦桟106の上端部は、ガイド部材110の段部116に当接される
。
　この状態で、縦フレーム材102及び縦桟106の上端部をガイド部材110に釘打ちによって
接合させる。また、底板108を床面32に対して釘打ちによって接合させる。
【００８１】
　引き続き他の簡易型標準パネル100を壁面に対して固定する場合には、図３０に示すよ
うに、先に固定された簡易型標準パネル100の一方の縦フレーム材102の凹溝102a内に、複
数の連結部材118を嵌合させておく。
【００８２】
　この連結部材118は、縦フレーム材102の凹溝102aに嵌合可能な厚さを備えた木片よりな
り、その横幅は凹溝102aの深さの約２倍となるように設定されている。この連結部材118
を凹溝102a内に嵌合させる際には、該当箇所に木工用の接着剤を塗布しておくことが望ま
しい。
【００８３】
　つぎに、他の簡易型標準パネル100の横桟104を壁面74に密着させ、縦フレーム材102及
び縦桟106の上端部をガイド部材110の段部116に当接させると同時に、底板108を床面32に
載置させる。この際、簡易型標準パネル100を左方向にスライドさせ、左側の縦フレーム
材102の凹部102aに、上記連結部材118の突出部を填め入れる。
　この状態で、縦フレーム材102及び縦桟106の上端部をガイド部材110の段部116に釘打ち
によって接合させると共に、底板108を床面32に対して釘打ちによって接合させる。
【００８４】
　この簡易型標準パネル100の場合、ガイド部材100の角材112、縦フレーム材102、縦桟10
6及び底板108の表面に、石膏ボード等の表装パネル56が貼り付けられる（図２９参照）。
【００８５】
　図３１は、簡易型標準パネル100の他の実施形態を示す平面図であり、図３２は図３１
のＦ－Ｆ断面図である。この簡易型標準パネル100は、上記と同様、一対の縦フレーム材1
02と、３本の横桟104と、２本の縦桟106を備えているが、底板108を備えてはいない。
これに対し横桟104は、平板より形成されている。
【００８６】
　この簡易型標準パネル100を固定する際には、図３２に示したように、躯体の天井面30
及び床面32にそれぞれガイド部材110を配置固定させておく。
　つぎに、縦フレーム材102及び縦桟106の上端部を、天井面側ガイド部材110の段部116に
当接させると共に、縦フレーム材102及び縦桟106の下端部を、床面側ガイド部材110の段
部116に当接させる。
　この状態で、縦フレーム材102及び縦桟106の上端部と下端部を、ガイド部材110に対し
釘打ちによって接合させる。
【００８７】
　最後に、下地構造の剛性を高める目的で、横桟104と同じ厚さを備えた２本の補強用横
桟120を、縦フレーム材102及び縦桟106の前面に釘打ち等によって固定させる。この補強
用横桟120として比較的長尺の平板を用い、複数の簡易型標準パネル100同士を連結するよ
うに配置固定することにより、簡易型標準パネル100間の接合強度を高めることが期待で
きる。
【００８８】
　この簡易型標準パネル100は、間仕切り壁用の下地構造を形成するためのものであり、
前面側に配された各横桟104、補強用横桟120及びガイド部材110の平板114の表面に、石膏
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ボード等の表装パネルが貼り付けられると共に、背面側の各縦フレーム材102、縦桟106、
及びガイド部材110の角材112の表面にも、表装パネルが貼り付けられる。
【００８９】
　上記のように、簡易型標準パネル100を用いることにより、単一の部材によって内装下
地構造を形成できるため、製造コストを大幅に低減することが可能となる。
　なお、上記においては縦フレーム材102として外側面に凹溝102aを備えた断面コ字形状
の部材を用いた例を示したが、凹溝102aを有しない単なる角材によって縦フレーム材102
を構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】この発明に係る標準パネルを示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】図１のＣ－Ｃ断面図である。
【図５】標準パネルの最上段の横桟及び最下段の横桟がスライドする様子を示す平面図で
ある。
【図６】この発明に係る繋ぎパネルを示す平面図である。
【図７】第１のレール部材及び第２のレール部材を敷設する様子を示す斜視図である。
【図８】標準パネル及び繋ぎパネルを用いて表装壁用の下地構造を形成する様子を示す説
明図である。
【図９】標準パネル及び繋ぎパネルを用いて表装壁用の下地構造を形成する様子を示す断
面図である。
【図１０】標準パネル間に形成された隙間に、繋ぎパネルの横幅寸法を調整した上で装着
させる様子を示す説明図である。
【図１１】標準パネル間に形成された隙間に、横幅寸法を調整した繋ぎパネルを装着させ
る様子を示す断面図である。
【図１２】横幅寸法を調整した繋ぎパネルを装着させた後に、補強用縦桟を配置固定する
様子を示す断面図である。
【図１３】この発明を間仕切り壁用の下地構造に応用した例を示す断面図である。
【図１４】上下分割式の標準パネルの下側標準パネル及び上側標準パネルを示す平面図で
ある。
【図１５】上下分割式の標準パネルの完成状態を示す平面図である。
【図１６】上下分割式の繋ぎパネルの下側繋ぎパネル及び上側繋ぎパネルを示す平面図で
ある。
【図１７】この発明を天井用の下地構造に応用した例を示す平面図である。
【図１８】第２のレール部材を躯体の天井面から吊り下げた状態を示す断面図である。
【図１９】この発明に係る他の標準パネルを示す平面図である。
【図２０】この発明に係る他の繋ぎパネルを示す平面図である。
【図２１】断面Ｌ字状の第１のレール部材と断面コ字状の第２のレール部材を用いて標準
パネルを躯体の壁面に装着した状態を示す断面図である。
【図２２】床用内装下地構造を構成するための標準ボードを示す平面図である。
【図２３】床用内装下地構造を構成するための標準ボードを示す側面図である。
【図２４】床用内装下地構造の形成工程を示す正面図である。
【図２５】床用内装下地構造と配管との関係を示す平面図である。
【図２６】この発明に係る簡易型標準パネルを示す平面図である。
【図２７】図２６のＤ－Ｄ断面図である。
【図２８】図２７のＥ－Ｅ断面図である。
【図２９】簡易型標準パネルの設置例を示す断面図である。
【図３０】複数の簡易型標準パネルの設置例を示す説明図である。
【図３１】この発明に係る簡易型標準パネルの変形例を示す平面図である。
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【図３２】図３１のＦ－Ｆ断面図である。
【符号の説明】
【００９１】
10　　標準パネル
12　　縦フレーム材
12a　　縦フレーム材の外側面の凹溝
12b　　縦フレーム材の内側面の凹溝
12c　　縦フレーム材の段部
14　　標準パネルの横桟
16　　標準パネルの縦桟
20　　繋ぎパネル
24　　繋ぎパネルの横桟
26　　繋ぎパネルの縦桟
30　　躯体の天井面
32　　床面
34　　第１のレール部材
34a　　第１のレール部材の凹溝
36　　第２のレール部材
36a　　第２のレール部材の凹溝
36b　　第２のレール部材の凹溝
38　　ビス
40　　左側面
42　　Ｔバー
44　　右側面
50　　隙間
52　　補強用縦桟
54　　間仕切り壁用の下地構造
56　　表装パネル
60　　下側標準パネル
62　　上側標準パネル
63　　余白部分
65　　下側繋ぎパネル
66　　上側繋ぎパネル
70　　躯体壁面
71　　天井用の下地構造
74　　壁面
76　　標準ボード
77　　平板
78　　根太
79　　下端側マージン部
80　　左端側マージン部
81　　右端側マージン部
82　　支持脚
83　　躯体床面
84　　繋ぎボード
87　　配管
88　　蓋部材
α　　交差部
β　　接触部
γ　　接触部
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100　　簡易型標準パネル
102　　縦フレーム材
104　　横桟
106　　縦桟
108　　底板
110　　ガイド部材
112　　角材
114　　平板
116　　ガイド部材の段部
118　　連結部材
120　　補強用横桟

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(19) JP 2009-275500 A 2009.11.26

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】
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